
 

 
 

 

一 

 
 

 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
改
正
規
定
中
「
第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
所
掌
事

務
」
を
「
所
掌
事
務
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
第
二
号
」
に
、
「
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
」

を
「
改
め
る
」
に
改
め
、
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
一
条
中
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
七
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
七
十
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
条
の
七 

削
除 

 

第
二
条
の
う
ち
内
閣
法
第
十
二
条
第
二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
一
号
」
を
「
三
号
」
に
改
め
、
第
十
五
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

十
五 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

政
府
行
動
計
画
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務 

 

第
二
条
中
内
閣
法
第
十
四
条
第
三
項
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 



 

 
 

 

二 

 
 

十
六 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部

に
関
す
る
事
務 

 
 

十
七 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
推

進
会
議
に
関
す
る
事
務 

 

第
二
条
の
う
ち
内
閣
法
第
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

 
 

一 

第
十
二
条
第
二
項
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務 

 

第
二
条
の
う
ち
内
閣
法
第
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を

削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
「
及
び
第
十
五
号
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。 

 

附
則
第
四
条
を
附
則
第
五
条
と
し
、
附
則
第
三
条
を
附
則
第
四
条
と
し
、
附
則
第
二
条
中
「
こ
の
」
を
「
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
次
条
」
を
「
附
則
第
三
条
」
に
改
め
、
「
令
和
六
年
四
月
一
日
」
の
下
に
「
（
次
条
に
お
い
て

「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



 

 
 

 

三 

 
（
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
読
替
え
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
内
閣
法
第

十
二
条
第
二
項
（
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
七
号
中
「
第
七
十
条
の
二

の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
条
の
二
」
と
す
る
。 


